
1 叙勲

1 意義

叙勲は，国家又は公共に対し功労のある者を顕彰するための制度であり，その種類

は大勲位と大綬章から単光章までの9段階がある。

第1

2沿革

西洋では， 11世紀十字軍時代に発生した宗教騎士団がその結社員の標章として黒

衣の胸間に着用していた白布製の八陵の十字架がその起源であるとされている。一方，

我が国では，慶応3年（1867年）パリで第5回万国博覧会が開催された際， これ

に参列した薩摩藩がフランス皇帝を始め政府の要人に贈与した「薩摩琉球国勲章」が

最初の勲章であるといわれており，その後における勲章制定の経緯については次のと

おりである。

明治 8年4月・ 勲等賞牌及び従軍牌（勲一等旭日大綬章以下勲八等白色桐葉章に

至る旭日章）制定の件を公布

明治 9年ll月． 賞牌は勲章に，従軍牌は従軍記章と改称

・ 勲一等の上級として大勲位を制定(菊花大綬章及び同畠ll章を制定）

明治21年 ・ 宝冠章を制定（5等級の宝冠章を制定）

・ 瑞宝章（勲一等から勲八等まで）を制定

・ 旭日大綬章として勲一等旭日桐花大綬章を制定

・ 大勲位菊花章頸飾(大勲位に叙せられた者のうち特別に賜うもの）

を制定

明治23年2月． 金鶏勲章を制定（武功抜群の者に授与されるもので功一級から功

七級に至る7等級があったが， 日本国憲法施行と同時に廃止され

た｡）

昭和12年2月． 文化勲章（文化の発達に関し勲績卓絶な者に授与されるもの）を

制定

昭和21年5月． 「官吏任用叙級令施行に伴う官吏に対する叙位及び叙勲並びに貴

族院及び衆議院の議長，副議長，議員又は市町村長及び市町村助役

に対する叙勲の取扱に関する件」 （閣議決定）により，官吏等に対

する叙位・叙勲は，新憲法が制定され栄典制度の確立をみるまで外

国人に対する叙勲及び文化勲章並びに褒章を除いて生存者に対する

叙勲は一時停止

昭和28年9月． 「生存者に対する叙勲の取扱に関する件」 （閣議決定）により，

生存者であって緊急に叙勲することを要するものについて，一部再

開

昭和38年7月． 「生存者叙勲の開始について」 （閣議決定）により，生存者叙勲

の全面復活

昭和39年4月． 「叙勲基準」 （閣議決定）により，生存者叙勲第1回発令，以来

毎年，春は4月29日に，秋は1 1月3日にそれぞれ発令

昭和48年5月． 「高齢者に対する叙勲および賜杯について」 （総理決裁）により

-1-



高齢者叙勲を開始

「勲章及び文化勲章各受章者の選考手続きについて」 （閣議了解）

を制定し手続等を整備

「栄典制度の改革について」 （閣議決定）により，栄典制度改革

についての政府方針を決定

「勲章の授与基準」 （閣議決定）

19段階ある勲章を9段階に改め，数字による等級表示を廃止す

昭和53年6月

平成14年8月

平成15年5月

るとともに，旭日章と瑞宝章を同格・異種の勲章として分類

危険業務従事者叙勲の新設

新栄典制度開始平成15年ll月

1
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3 勲章の種類

外国人に夕

町動竺j主唱

ノ 、

※賜杯：功労を表彰する方法として勲章に叙するよりも賜杯（銀・木）によること

がふさわしい場合に授与される。

－3－

種 類 授与対象

だいくんいきっかしよう

大勲位菊花章

けい1_よく

大勲位菊花章頸飾

だいじゅ1_よう

大勲位菊花大綬章

とうかだいじゆI_よう

桐花大綬章

旭日大綬章又は瑞宝大

綬章を授与されるべき

功労より優れた功労の

ある者

きぱ じつ Lよう

旭 日
＝

早

ー1■■ 1■■－－4■■－1■■ ’■■ 』■■ ィ■■ ’■■ l■■ 1■■ 1■■ ィ■■ 1■■ 1■■■Ⅱ■

功績の内容に着

目し ， 顕著な功

績を挙げた者

q■■一一一一．■■ 。■■一。■■ 4■■ 4■■ 4■■一4■■一一一一一

だいじゅI_よう

旭日大綬章

uあこうLよう

旭日重光章

函じゅLよう

旭日中綬章

しkうじゅLよう

旭日小綬章

そうこうLよう

旭日双光章

たんこうLよう

旭日単光章

ずい ほう I_よう

瑞宝
＝

早

■■■■■■ー■■ー■■ーーーーー■■ー■■一一4■Dー■

公務等に長年に

わたり従事し，

成績を挙げた者

ー－1■■ーーー一一一q■■一一一一q■■ q■■ー一一■

瑞宝大綬章

瑞宝重光章

瑞宝中綬章

瑞宝小綬
＝

早

瑞宝双光章

瑞宝単光章

国家又は公共に対し功

労のある者

ぶん か くん Lよう

文化勲章

文化の発達に関し特に

顕著な功績のある者



4春秋叙勲

（1） 概要

昭和38年7月12日閣議決定「生存者叙勲の開始について」に基づく生存者に

対する叙勲として， 同39年4月29日に第1回が発令され，以来，春は4月29

日に，秋は11月3日に発令されている。

国家又は公共に対し功労のある者を対象としている （前記閣議決定及び「春秋叙

勲候補者推薦要綱」平成15年5月16日内閣総理大臣決定)。

なお，春秋叙勲は日本国憲法の下における栄典であるという性格に鑑み， その功

労となる活動が日本国憲法施行の日前で終わっている者については春秋叙勲の対象

としないこととされ， また， 日本国憲法下における功労となる活動が10年未満の

者については運用上叙勲の対象としないこととされている （よって，昭和32年5

月2日以前の退職者は対象とされない｡）。

（2） 推薦年齢

原則， 70歳以上の者（いわゆる 「I類｣） とされている。

危険な職域や人目につきにくい分野等で永年業務に従事し，国家又は公共に対し

功労のあった以下のような者（いわゆる 「Ⅱ類｣）については，特例として， 55

歳以上を対象とすることができるよう緩和されている。

ア精神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境において業務に精励した者（■■■

■■■■■■■■■■■)。
イ人目につかない分野にあって多年にわたり業務に精励した者（■■■■■■■■

)。

（3） 推薦基準

【 I類】

現在，法務省におけるI類の叙勲対象者は，以下の要件を満たす法務省官歴者及

び民間功労者の司法書士，土地家屋調査士，保護司，篤志面接委員，教詣師，人権

擁護委員である。

なお，以下の要件は春秋叙勲候補者としての基礎的な基準であり，■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■候補者数が年々増加しているため，■■■■■■■■■■■
更に候補者を厳選して推薦せざるを得な

い状況にある。

）ア官歴者（

■■■■■■■■■
(ア）

(イ）

(ウ）
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I－

’

－

‐

イ民間功労者

（ア） ’ ｜が擬叙される者

民間功労者の擬叙基準については， ｜

■■■■それぞれ個別に定めている （別表3 「民間功労者に対する勲章擬叙基
準」参照)。

｜

｜－

【Ⅱ類】

現在，法務省におけるⅡ類の叙勲対象者は，法務省官歴者のうち， ’

であり，
辿
忘
Ⅲ

ｌ
ｒｌ

｝
」Ｉ

宝単光章が擬叙される。

なお， '類と同様にあくまで基礎的な基準であり, | m

■■■更に候補者を厳選して推薦することとなる。
一一

※

｜

’

ー0－
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外国人叙勲

儀礼叙勲

国賓等として来日した外国人や離任する駐日外交官等に対して発令される儀礼的

色彩の強い叙勲

功績叙勲

我が国との友好の増進等について顕著な功績を挙げた外国人（日系外国人を含

む｡）に対して発令される叙勲として，昭和56年秋から春秋叙勲と時期を併せて

定期的に実施されている （｢春秋外国人叙勲候補者推薦要綱」平成15年5月16

日内閣総理大臣決定)。

候補者の推薦に当たっては，外務省が各省からの推薦を取りまとめ，外務大臣が

内閣総理大臣に一括して推薦している。

なお，功績叙勲の推薦年齢及び対象範囲は以下のとおりである。

ア推薦年齢

おおむね50歳以上

イ対象範囲

(ア） 学術・教育関係

日本人学者・研究者の指導育成， 日本人子弟の教育， 日本の学術・文化の研

究及び海外紹介，海外の学術・文化の対日紹介を通じ我が国の学界・教育界の

進歩発展のため功績顕著な者

(イ） 医療・社会福祉等関係

保健衛生の向上，児童福祉事業の援護，養護事業の援護，海外の在留邦人・

日本人に対する社会福祉事業の援護等で我が国の医療,社会福祉事業に貢献し，

功績顕著な者

(ウ） 実業界関係

輸出入の振興，金融事業等を通じた産業経済の振興，製造業等各分野におけ

る生産技術の向上，鉱物資源の開発等に尽力し，我が国の産業経済の発展に功

績顕著な者

(エ） 文化・スポーツ関係

日本文化の普及及び紹介，文化・スポーツの交流，友好親善団体の活動等を

通じて彼我両国の友好親善の増進等に功績顕著な者

(オ） その他

以上の分野以外の面で彼我両国の友好親善関係の増進等に功績顕著な者

5

(1）

(2）
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6危険業務従事者叙勲

（1） 概要

著しく危険性の高い業務に精励し，国家又は公共に対する功労のある者に対する

‘ 叙勲で，春秋叙勲と同日に発令される。危険業務従事者叙勲は， これら業務分野の

対象者が日夜緊張感を持って危険性の高い業務に精励していることから，その励み

とする意味において，春秋叙勲とは別の種類として早めに受章の機会を与えるため

に設けられたものである （｢危険業務従事者叙勲受章者の選考手続について」平成

15年5月20日閣議了解)。

（2） 推薦年齢

55歳以上

推薦基準（

現在，法讓法務

）(3）

省における危険業務従事者叙勲の対象者は，■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■刑務官及び入国警備官であり，
擬叙基準については，それぞれ個別に定め

ている（本手引への掲載は省略)。

■■■■
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7 再叙勲

昭和39年以降の春秋叙勲により勲章等を既に受章している者については， その後

抜群の功績を挙げ，かつ，先に勲章等を受章した後の経過年数が原則として7年以上

ある者に限り，再度， 勲章の授与を検討することができるものとされている。

再叙勲の対象者は，現在，原則として抜群の功績のあった者であって， かつ， 中綬

章以上に擬叙される者としている。ただし，小綬章以下に擬叙される者であっても，

先の叙勲後，経過年数が7年以上あり，かつ，年齢80歳以上の者で前回の勲章の授

与後，上級の職につき，顕著な功績を挙げた者などについては例外的に検討の対象に

することができるとされている。
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8 高齢者叙勲

（1） 概要

春秋叙勲によっていまだ叙勲されていない功労者のうち，満88歳に達した者に

ついて，春秋叙勲とは別に叙勲することとしている。その趣旨は，春秋叙勲の対象

となる功労を有しながら叙勲枠等の事情からいまだ叙勲されていない功労者のう

ち，年齢が満88歳に達した者に対して叙勲される制度であり， また， 88歳はい

わゆる「米寿」であることから， それを祝福するという意味も込めて行われている

（｢高齢者に対する叙勲及び賜杯について」昭和48年5月10日内閣総理大臣決

裁)。

■■■■■■■
高齢者叙勲は，原則として毎月末の閣議に付し，翌月1日付けをもって発令する

G

こととし，発令日 （1日）までに満88歳となる者を対象としている。
●● ■一一三■■■■■■■■■●■■■□■■■■■■■■■■s■■■■■1■■■■■■■■■■■■■■●、■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■g■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●□■■●■■■●■■
｡ ■
● ■

ロ I

■■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
、
一
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

．邑＝．．＝．二二二．二 ．＝ ．－ ■二二三■・■I■■g■■■■■■■・■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■・・■■■■－■■■■gDI■■・■I■■■■'■■■■■■■■I■■■■■■■■■■■・I■■■■■■①■■■■□■■■■■■■・■■■

なお，上申手続の詳細については後掲の「14(2) 高齢者叙勲の上申手続につい

て」を参照。

）（2） 推薦基準（

■■■■■■■
【春秋叙勲対象者】

ア官歴者（ ）

■■■■■■■■■
（ア）

（イ）

（ウ）

イ I, 民間功労者

(ア）■■■■■■
擬叙基準については， それ

ぞれ個別に定めている（別表3 「民間功労者に対する勲章擬叙基準」参照｣)。

なお，他功績を有する者に関する事項については，春秋叙勲に準ずる。

【危険業務従事者叙勲対象者】

刑務官，入国警備官のうち， ■■■■■
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9 死亡叙勲

（1） 概要

国家又は公共に対し功労のあった者が死亡した場合に春秋叙勲とは別に随時に発

令され，春秋叙勲のような特に年齢の制限はない（発令は死亡日付け)。

死亡叙勲の手続については，特に，死亡日から30日以内に閣議決定，上奏，裁

可の手続を完了させるよう制限が課せられているので， 関係者と連絡を密にし，速

やかに書類を作成して提出する必要がある。

（上申手続の詳細については後掲の「14(3) 叙位・死亡叙勲上申手続について」

を参照）

） 推薦基準

【 I類】

ア官歴者（｜

■■■■

（ア）■■■

■■■

（イ）■■■

(2）

）

■■

■■
(ウ）■

ロ■■
イ民間功労者

(ア） ｜

擬叙基準については， ｜ それ

ぞれ個別に定めている （別表3 「民間功労者に対する勲章擬叙基準」参照)。

なお，他功績を有する者に関する事項については，春秋叙勲に準ずる。

（イ）春秋叙勲に上申中であった者

【Ⅱ類及び危険業務従事者】

- 11 -

一

'1．



緊急叙勲

概要

緊急叙勲は，風水害，震火災その他非常災害に際し，身命の危険を冒して，被害

の最大防止救援等に努め，顕著な功績を挙げた者，その他特に顕著な功績を挙げて，

緊急に勲章を授与することが必要な者等を対象としている （｢勲章の授与基準」平

成15年5月20日閣議決定)。

対象範囲

ア風水害，震火災その他非常災害に際し，身命の危険を冒して，被害の拡大防止，

救援又は復旧に努め，顕著な功績を挙げた者

イ身命の危難を冒して，現行犯人の逮捕等犯罪の予防又は鎮圧に顕著な功績を挙

げた者

ウ生命の危険を伴う公共の業務に従事し，その職に殉じた者

エその他特に顕著な功績を挙げて，緊急に勲章を授与すること必要とする者

10

(1）

(2）
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11賜杯

勲章に代えて杯が授与されるのは， 次の場合である。

（1）勲章を授与するよりも杯を授与することがふさわしいと認められる場合（ノーベ

ル賞受賞者， 高位の僧侶等)。

(2）

’

b

－ 13－



12褒章受章者（紅綬，紺綬褒章を除く。）の叙勲について

叙勲は功労を総合的に評価するのに対しj褒章は褒章条例に定める特定の分野の功

労があれば足りるため，褒章受章者が叙勲年齢に達した場合において，更に叙勲候補

者となることが一般的に生じ得る。 しかしながら，短期間に同一人に褒章と勲章が重

ねて授与されることは，勲章も褒章も同じ国家の栄典であること及び叙勲候補者が多

数存在していることから好ましくないため，褒章受章後5年以上経過しなければ勲章

の対象としないこととされている （ただし，死亡叙勲の場合は5年を要しない｡）。

本来，叙勲基準を満たす者（

章候補者とするのは，褒章制度褒章制度

）を褒

の趣旨から逸脱するため，叙勲候補者とする。

なお，

，褒章上申時の候補者選考において慎重な

検討を必要とする。

また，

- 14_



13年数の計算

（1） 算入・除算経歴

【公務員】

｜

１
１

’

’

’
’

１
１

’

’

’

１

’
一
一

｜

－ 15－



■■■■

■■■■■■

■■■■■■■

【民間功労者】

当省における民間功労者は， 司1

保護司及び人権擁護委員であるが，

司法 士地家屋調査士，教謂師，篤志面接委員，書士，

計算方法

叙勲・褒章において期間を計算する場合は，半月を単位として計算する。

始期が1日～15日の場合は当月0， 16日～末日は， 当月半となる。

終期が1日～15日の場合は当月半， 16日～末日は，翌月0となる。

(2）

[例1］半月の考え方

始期の場合

自平15． 1． 1～15

自平15. 1. 16～31

終期の場合

至平15． 1. 1～15

至平15. 1. 16～31

平15. 1. 0

平15. 1.半

↓
↓

平15． 1．半

平15． 2． 0

↓
↓

単一の期間の計算

平15. 1. 4 (平15.

平16. 12. 18 (平17.

平15． 1. 15 (平15.

平17. 1. 1 (平17.

１２
自
至
自
至

例に
①
②

0）

0）

0）

半）

。
●
●
●

１
１
１
１

ｊ
ｊ
Ｏ
半

０
０

２
２

く
Ｉ
Ｏ
半
月
月
０
０
年
年
２
２
は
は
間
間
期
期
職
職
在
在
シ
ナ
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※①②共に実際の期間は， 2年に満たないものの，叙勲･褒章における期間計算に

よると太字の期間となる。

特に②のように終期月が1日であっても半月として計算するものであり，実務で

も1日付け退職等の事案は多数あるので留意すること。

［例3］ （連続した期間の計算）

①呈圭l:軸鰹:::|>ｱ(･ ， ｡｝
)(@』｡’

二難矧隙洲>ゞ ‘･ ' ｡｝
※連続する職の終期と始期が，半月計算の区切りとなる末日と1日， 15日と16

日となる場合は， それぞれ単に半月ごとの計算となる。

上記以外の場合の期間の計算方法は以下のとおりとなる。

②皇圭|:紬隙測>ｱ(･ ﾖ ｡）

呈麓淵隙測>¥ (･ ﾖ 半’
※単純にアとイを合算すると （0． 4．半） となるが，連続した期間の最初（平15.

4． 0） と最後（平15. 8. 0)により計算すると (0. 4. 0) となる。 これは

アの終期とイの始期の重複する部分をそれぞれ期間に通算しているためである。

このような場合には，次のとおり，原則としてアの終期を（平15. 5.半） と調

整し， アの期間は（0． 1．半） となり， イと合算して（0． 4． 0） となる。

皇睾|:餓隙豈皐|>ｱ(O. 1 .半)
)|@"'

皇署:淵鰹荊>川｡ , 半’

③皇圭揖鵲餌贈呈|〉ア(･ L半’

皇圭藍淵鴎閑:|〉￥ (･ ， ｡）
※前記②と同様の考え方により調整して次のとおりとなる。

皇難謡蹴:: :|〉ア(o Ⅷ ○）
1|@↓｡’皇署:測閑閑:|〉￥ (･ ‘ ｡）
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④皇睾|:齢餌職呈|>ｱ(･ ･ 半｝

皇圭|:淵餌賭:|〉￥ (･ ‘ ｡｝
※半月内に2回の異動があった場合は，①②の考え方によるとアの終期を（平15.

4． 0） としてアの期間は（0． 0． 0） となるため， このような場合に限り， イ

の始期を（平15. 4.半） と調整して次のとおりとなる。

皇圭|:齢蹴測>ｱ(･ ･ 半’
l|@』｡‘

皇圭|:淵蹴鯆|>"｡ ⑧半）
１

＃

４
自
至
自
至
自
至
連

例に

※

皇睾|:鰐館:含呈|〉ア(･ ] 半）

呈舞湖鰹測>■

呈睾|:醐隙鮒|>¥ {0'半）
連続した期間の中にI■■■による除算を含む場合は， 有
こととし，終期，始期については調整する必要はない。

呈圭|:齢鰹含呈|〉ア(･ Ⅲ 半’

皇圭|:湖蹴剰>■
皇難職臨醐〉￥ (･ Ⅲ 半’

半）

有利となるように計算する
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14上申手続

（1） 春秋叙勲及び危険業務従事者叙勲の必要書類及び人事課提出部数

（注） 上記以外の必要書類及び必要書類作成に当たっての留意事項については，

その都度法務省大臣官房人事課や管区機関等から指示される。

審査票，履歴書，功績調書，刑罰等調書は別紙様式2～5のとおり。

高齢者叙勲の上申手続について

ア対象者について

春秋叙勲のI類の基準又は危険業務従事者叙勲の基準に該当する功労を有しな

がら，諸般の事情によりいまだ叙勲されていない功労者のうち，発令日 （1日）

の前月に満88歳となる者（例えば， 4月1日付け発令の高齢者叙勲に該当する

こととなる者は，前月の3月2日から4月1日までの間に88歳の誕生日を迎え

る者である。）。

イ上申書の提出期限について

上記に該当する対象者の法務大臣への上申書は，満88歳に達する日 （年齢計

算に関する法律参照）の属する月の前月の1日までに法務省大臣官房人事課に到

着すること。

例えば， 3月15日に88歳の誕生日を迎える対象者の場合は， 2月1日まで

に上申書類が同課に到着していることが必要である（下図参照)。

2/1 2/下旬 3/14 15 3/*4/1

(2）

上申期間

提 賞内 満誕 閣 発

出 勲議 88生 議 令

期 ・ 局 歳 日 決 日

限 へ 定

(注） 各月の1日生まれの者については，その前々月の1日が提出期限となる

ので，特に留意すること （2日から末日までに生まれた者は，その前月の

1日が提出期限となる｡）。

－19－

文書名 提出部数

審査票 2部

功績調書 2部

履歴書 2部

刑罰等調書 2部

－

戸 籍抄本 2部



このように提出期限に制限が課せられているのは， 内閣府において高齢者叙勲

の発令を毎月1日付けで行うため, その前月の最終閣議に付議し，上奏，裁可の

手続を完了させる必要があるからである。

なお，高齢者叙勲の上申に当たっては，満88歳に達する誕生日が重要なポイ

ントとなるので，対象者の年齢把握について適切な方法を策定し，特に満87歳

， くれぐれも上申期限を徒過すの者については，

ることのないよう十分留意すること。

誕生日別の上申書提出期限は下表のとおりである。

※提出期限が休日，祝日等の場合，直前の最終勤務日が提出期限となる。

ウ提出書類及び提出部数

－20－

誕生日 提出期限

1／2 ～ 2／1 前年12月1日

2／2 ～ 3／1 前年12月の最終勤務日

3／2 ～ 4／1 2月1日

4／2 ～ 5／1 3月1日

5／2 ～ 6／1 4月1日

6／2 ～ 7／1 5月1日

7／2 ～ 8／1 6月1日

8／2 ～ 9／1 7月1日

9／2 ～ 10／1 8月1日

10／2 ～ 11／1 9月1日

11／2 ～ 12／1 10月1日

12／2 ～ 1／1 11月1日

文書名 提出部数

上申、書 1部

審査票 2部

功績調書 2部

履歴書 2部

刑罰等調書 2部

－

戸 籍抄本 2部



※民間功労者（司法書士，土地家屋調査士，教誼師，篤志面接委員，保護司

及び人権擁護委員をいう。以下同じ｡）については，上記のほかに， 「団体

の規模及び事業概況等調」並びに「活動実績表」 （司法書士及び土地家屋調

査士を除く。用紙はA4とする｡）がそれぞれ2部必要となる。

各書類の様式は春秋叙勲に準ずる。

書類作成上の留意事項

上申書

a 用紙はA4縦（裏白）を用い，横書き左とじとすること。

b 本省所管各庁の長（本省局部課長）から法務大臣宛てとすること。

功績調書

a 用紙はA4縦（別紙様式2)を用い，横書き左とじとすること。複数枚数

になる場合，両面コピーとすること。

b 功績は具体的に記載すること。

c 功績が複数にわたっているときは，分野ごとに分類し，項目別に記載する

こと （ここでの功績の分野とは，上申する功労とは異なる業界等を指す)。

履歴書

a 用紙はA4縦（別紙様式3)を用い，横書き左とじとすること。複数枚数

になる場合，両面コピーとすること。

b 氏名の字画は戸籍どおり正確に記載し，ふりがなを付すこと。なお，婚姻

等により氏名が変わっているものについては， 旧氏名を現氏名の下に括弧書

きで記載し，その変更年月日の記載がある戸籍抄本を添付すること。

※戸籍抄本の婚姻時の「従前戸籍」や「名の変更」の箇所から旧氏名を確認

できない場合は，改製原戸籍が必要となる。父母の姓が異なる場合や従前戸

籍に両親以外の名前がある場合も，養子縁組した後に離縁などで旧氏名があ

る可能性が残るので，必ず改製原戸籍を取り寄せること （写しの提出可)。

c 本籍（変更されていることが多いので，必ず戸籍抄本で確認すること。） ，

現住所，最終学歴（中退を含む｡），生年月日は，必ず記載すること。

d職歴について

(a) 官歴者については，人事記録に記載されているとおり，省略せずに記載

すること。

また，軍歴がある者については，軍歴（階級等）を必ず記載すること。

(b) 民間功労者については,従事した始期及び終期の年月日を正確に記載し，

また，■■■■■■■がある者について1コ ｜を略さずに記載す
るとともに，その■■■に始期及び終期の年月日を併記すること。

エ

(ア）

(イ）

(ウ）

(c) 当省関係以外の公的な職歴

る者については，その始期及1る者については,その始期及び

（ ）があ

終期の年月日(■■■■■■■■■■■■■■）
を正確に記入すること。

(d) 賞罰について

本人がかつて受けたことのある位階，勲章，褒章，大臣表彰等の受章歴

を記載すること。特に，前叙の有無は，その後の勲章の決定に影響を与え
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記録等により調査した上，必ずその有無を記載すること。るので，

なお，

■■■■■■■■■。
(エ）刑罰等調書

用紙は，原則としてA4 (別紙様式4)によることとされているところ， 同

内容の記載であれば，市区町村長の発行する適宜の様式で差し支えないが， 「道

路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反による罰金刑を

含む※」の記載や「破産宣告又は破産手続開始決定の有無」の記載の漏れや内

容に注意すること。

なお，市区町村長から発行された刑罰等調書がB5の場合は，証明印が確認

できるようにしてA4用紙（白紙）に貼付すること。

また，氏名が戸籍抄本の氏名と一致しているか確認すること。 「松」や「斎」

などにはよくフォントの違いがあり，その場合には内閣府から①同一人物かど

うか，②戸籍と刑罰のどちらの字が正しいかの2点を聞かれるので，その旨を

記載した電話聴取書を作成し，添付すること。

(オ） 戸籍抄本

年齢等を明らかにする唯一の書類であるので，必ず提出期限内に送付するこ

と。

オその他

(ア） 栄典を授与することが不適当とされる場合

後掲の「第4 栄典を授与することが不適当な者」を参照。

(イ） 高齢者叙勲の上申中であった者が,．受章前に死亡した場合は，その旨法務省

大臣官房人事課栄典係に連絡するとともに，死亡者叙勲の手続を開始する。

(ウ） 栄典協議

法務省以外の機関が所掌する他の公的役職等が擬叙基準に達しているとみら

れる者について上申を行う場合には，事前に当該機関と上申庁及び擬叙勲章・

位階について栄典関係協議をし，栄典関係協議書（別紙様式1）を添付して上

申すること。

※協議のポイント

・経歴を確認する。

・叙勲の擬叙が立つか確認する （擬叙が立つ場合はその勲等も併せて確認す

る｡）。

・法務省からの上申で差し支えないか， また，その理由を確認する。

(エ） 勲章等の伝達について

当該叙勲で下賜された勲章等は，原則として上申庁において伝達すること。

なお，受章者の居住地の関係等で上申庁と伝達庁が異なる場合は上申庁にお

いて伝達庁と協議の上，上申書にその旨を付記すること。

叙位・死亡叙勲上申手続について

ア上申書の提出期限について

(3）

－22－



叙位・死亡叙勲の手続は，死亡日から30日以内に閣議決定，上奏，裁可の手

続を完了するようその手続期間に制限が課せられているため，法務大臣への上申

（上申書，功績調書及び履歴書は正本）は死亡日からおおむね15日以内に法務

省大臣官房人事課に到着すること。

なお，祝日や閣議日とのかみ合わせによっては，死亡日から10日前後での提

出を求めることもあるので，できる限り早く手続を進めることが望ましい。

死亡日から30日以内の閣議に掛けるためには， 当該閣議日の遅くとも1週間

前には関係書類を内閣府に提出する必要がある。

なお，遺族が退職者の死亡について最終所属庁への届出を失念し， 同庁におい

てもその事実を把握できなかったため, 30日以内の閣議にかけることができな

い場合は，唯一の叙位・叙勲の機会を失うこととなるので，退職者の身上変動の

把握方法を検討し，くれぐれも上申期限を徒過することのないよう配意すること。

※ 30日以内であり， 1月ではないので留意すること。

イ添付書類及び提出部数

※民間功労者については，上記のほかに， 「団体の規模及び事業概況等調｣及

び「活動実績表」 （司法書士及び土地家屋調査士を除く。用紙はA4 (裏白）

とする｡）がそれぞれ3部ずつ（叙位又は叙勲のみの場合は2部ずつ）必要と

なる｡

各書類の様式は春秋叙勲に準ずる。

ウ書類作成上の留意事項

(ア） 上申書

a 用紙はA4縦（裏白）を用い，横書き左とじとすること。

b 本省所管各庁の長（本省局部課長）から法務大臣宛てとすること。

なお，死亡日及び死亡原因（病名等）を付記すること。

(イ） 功績調書

a 用紙はA4縦（別紙様式2)を用い，横書き左とじとする。複数枚数にな

る場合，両面コピーとすること。

b 功績は具体的に記載することとし，併せて文中に死亡年月日を必ず記載す

ること。

－23－

文書名 提出部数

上申書 1部

審査票 2部

功績調書 3部（叙位又は叙勲のみの場合は2部）
▽

履歴害 3部（同上）

刑罰等調書 3部（同上， うち1部はコピー可）

除籍抄本 3部（同上， うち1部はコピー可）



c 功績が複数にわたっているときは，分野ごとに分類し，項目別に記載する

こと （ここでの功績の分野とは，上申する功労とは異なる業界等を指す)。

履歴書

a 用紙はA4縦（別紙様式3)を用い，横書き左とじとする。複数枚数にな

る場合，両面コピーとすること。

b 氏名の字画は戸籍どおり正確に記載し，ふりがなを付すこと。

なお，婚姻等により氏名が変わっているものについては， ｜日氏名を現氏名

の下に括弧書きで記載し，その変更年月日の記載がある除籍抄本が添付され

ていることを確認すること。ただし，除籍抄本から旧氏名を確認できない場

合は，従前戸籍（改製原戸籍）が必要となる。

※戸籍抄本の婚姻時の「従前戸籍」や「名の変更」の箇所から旧氏名を確認

できない場合は，改製原戸籍が必要となる。父母の姓が異なる場合や従前戸

籍に両親以外の名前がある場合も，養子縁組した後に離縁などで旧氏名があ

る可能性が残るので，必ず改製原戸籍を取り寄せること （写しの提出可)。

c 本籍（変更されていることが多いので，必ず戸籍（除籍）抄本で確認する

こと。） ，現住所，最終学歴（中退を含む｡），生年月日及び死亡年月日 （死

亡原因（病名））は，必ず記載すること。

d職歴について

(a) 官歴者については，人事記録に記載されているとおりに省略せずに記載

すること。特に■■■■■■■■が省略されていると位階等の決定ができなく
なるので，注意すること。

なお，軍歴がある者については,軍歴（階級等）を必ず記載し，支所勤

務のある者は，本所支所の順に記載すること （支所名のみは不可)。。

(b) 民間功労者については,従事した始期及び終期の年月日を正確に記載し，

また，■■■■■■■■■がある者については■■■■■■を略さずに記載す
るとともに，その役職別に始期及び終期の年月日を併記すること。

(ウ）

(c) 当省関係以外の公的な職歴（

者については，その始期及び終

を正確に記入すること。

(d) 賞罰について

その始期及び終

）がある

日 （役職のある者は当該役職歴）期の年月

本人がかつて受けたことのある位階勲章，褒章，大臣表彰等の受章歴を

記載すること。特に，前叙の有無は，その後の位階，勲章の決定に影響を

与えるので，遺族に問い合わせる等して正確を期し，履歴書に必ずその有

無を記載すること。

なお，

■■■■■■■■
(エ） 刑罰等調書

用紙は，原則としてA4 (別紙様式4)によることとされているところ， 同

内容の記載であれば，市区町村長の発行する適宜の様式でも差し支えないが，

「道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反による罰金
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刑を含む※」の記載や「破産宣告又は破産手続開始決定の有無」の記載の有無

に注意すること。

なお，市区町村長から発行された刑罰等調書がB5の場合は，証明印が確認

できるようにしてA4用紙（白紙）に貼付すること。

また，氏名が除籍抄本の氏名と一致しているか確認すること。 「松」や「斎」

などにはよくフォントの違いがあり， その場合には内閣府から①同一人物かど

うか，②除籍と刑罰のどちらの字が正しいかの2点を聞かれるので， その旨を

記載した電話聴取書を作成し，添付すること。

(オ） 除籍抄本

上申期限までに間に合わないときは追送でも差し支えないが，相当程度遅れ

る （死亡日から20日目頃まで｡） と思われる場合は，生前の戸籍抄本を送付

すること。

なお，市区町村長から発行された除籍抄本がB5判の場合は，証明印が確認

できるようにしてA4用紙（白紙）に貼付すること。

エその他

(ア） ’ ｜

｜

－－－－

1

なお，新聞・ネット報道がなされているときは， その写しを添付すること。

(イ） 栄典を授与することが不適当とされる場合

後掲の「第4 栄典を授与することが不適当な者」を参照。

(ウ） 栄典協議

法務省以外の機関が所掌する他の公的役職等が擬叙基準に達しているとみら

れる者について上申を行う場合には，事前に当該機関と上申庁及び擬叙勲章・

位階について現地間栄典協議をし，栄典関係協議書（別紙様式1）を添付して

上申すること （’ )。
※協議のポイント

・経歴を確認する。

・叙位・叙勲の擬叙が立つか確認する （擬叙が立つ場合はその位階・勲等も

確認するd)。

・法務省からの上申で差し支えないか， また， その理由を確認する。
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位記，勲章等の伝達について

位記，勲記及び勲章等の遺族への伝達については，■■■■■■■■■■■■■

(エ）

遺族の居住地の関係で上申庁と伝達庁が異なる場合は上申庁においてなお，遺族の居住地の関係で上申庁と伝達庁が異）

伝達庁と協議の上，上申書にその旨を付記すること。
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勲章の伝達

春秋叙勲

大綬章，重光章宮中において，大綬章は天皇陛下から親授，重光章は内閣総

理大臣から伝達される。

中綬章以下法務省において，法務大臣から伝達される。

（｢勲章，記章，褒章等の授与及び伝達式例」平成15年5月20日閣議決定）

高齢者叙勲

前掲14 (2)高齢者叙勲の上申手続についてオその他（エ） 「勲章等の伝

達について」を参照。

死亡叙勲

前掲14 （3）叙位・死亡叙勲上申手続についてエその他（エ） 「位記，勲

章等の伝達について」を参照。

勲章・褒章，勲記・褒章の記を紛失した場合

勲記・褒章の記は，理由のいかんを問わず再交付されない。勲記又は褒章の記

に代わる証明書（有勲証状又は有章証状）が申請により交付されるのみである。

ただし，勲章・褒章は実費を支払い再交付を受けることができる。 この場合，

「勲章（褒章）調製通知書交付願］に紛失理由書を添付して賞勲局に申請する。

15

(1）

(2）

(3）

(4）

勲章・勲記等を紛失した場合の取扱い」参照）(後掲の「第6
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擬叙目安表別表1
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別表2

叙勲基準と等級格付けの変遷について（目安）

’
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別表3 民間功労者に対する勲章擬叙基準（平成25年4月29日発令分以降）

1 保護司

■■■

、

’

＝＝
～
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一

師》

ｌ

・

｜ ’

二
Ｉ

’
１
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3 篤志面接委員

■■■■■■■■
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4 人権擁護委員

’

一
一

口「｜

■■■■■ﾛ■■■

’ ’

~
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5 司法書士

■■■

■■■

■■■
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｜
’

｜
’
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別表4

他省庁の叙勲等の対象となる公職等一覧表

職名 協議目安

－36－



職名 協議目安

夕

_qワ－
JI



一
一
一
一
一
一
一
一

※令和2年4月1日現在。

で，その際は対応すること。

ただし，上記公職等でも，別途協議を依頼する場合があるの
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様式1

気菫典言関'係1謡請奏薑壽

－39－

年
次

生存者叙勲

○○年春・秋

死亡者叙位・叙勲

省庁

部局名

通し

番号

氏 名 職名

協 議 の

日 時 ・ 方法

令和○○年○○月○日 口頭

午後○時○○分 電話

協議者の所属

官職 . 氏名

協議の相手方の

所属官職・氏名

協
議
先
の
功
労
等

功 労

叙位

叙勲の受章資格

褒章

上申予定の

有 無

職 名 役職歴・件数等

従事年数

叙 位 有・位階（ ） 園

叙 動
J0，、 周・勲等（■■） 無

■ _

袋 章 有・種類（ ） 園

予定有り 予定無しの理由

叙位

叙勲

褒 章

令和年

春・秋

例
一
一
一
一
一

協議の結果 ○○から上申する。

参 考 事 項



様式2 （官歴者用）

功績調書

元○○○○○官 ○○○○

上記の者は，

■■

■■■

■■■

9 年月日等の数字はアラビア数字とする。ただし，位階・勲章及び固有名詞

は漢数字とする。
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様式2－2 （民間人（司法書士・土地家屋調査士）用）

功績調書

氏 名

生年月日

○○○○

昭和○○年○○月○○日

1 職業司法書士（又は土地家屋調査士）

(注）年月日等の数字はアラビア数字とする。ただし，位階・勲章及び固有名詞は漢

数字とする。
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様式2－3 （民間人（司法書士・土地家屋調査士を除く）用）

功績調書

氏 名

生年月日

○○○○

昭和○○年○○月○○日

■■■■■■■■■

■■■■■■

一
一

’

I■■■■■■■

■■■■■■■

(注）年月日等の数字はアラビア数字とする。ただし，位階・勲章及び固有名詞は漢

数字とする。
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様式3 （官歴者用）

履歴聿Eヨ
本籍○○県○○市○○町○○番地○○（必ず都道府県から記載）

〒○○○一○○○○

現住所○○県○○市○○町○○番地○○（必ず都道府県から記載）

00 00 00 00
ふり がな

氏 名○ ○ ○ O

OO OO OO OO
ふ り がな

（|日氏名） ○ ○ ○ ○

生年月日 昭和○○年○○月○○日

（学歴）

昭和○○年○○月○○日 ○○大学○○学部○○学科卒業

(職歴）

事 項

陞叙高等官七等

現役兵として歩兵第○連隊に召集

帰休除隊

雇を命ず

○○○に任官させる

○級○号俸を給する

発令庁

内閣

陸軍省

〃

○○○庁

〃

年 月

昭和○．○．

〃○・○．

〃○． ○．

〃○． ○．

〃○． ○．

〃○・○．

日
一
○
○
○
○
○
○ 〃

○○○庁○○○に配置換する

○級○号俸を給する

○級○号俸を給する

（人事院規則． ． ・ ・ ・による特別昇給）

辞職を承認する

退職手当として金○○○○○円を支給する

（国家公務員退職手当法・ ・ ・ ・ ・ ）

死亡（冑がん）※死亡叙勲・叙位の場合

法務大臣

〃

●
●
●

○
○
○

″
″
″

○．○

○・○

○．○ 〃

平成〃． 〃 〃●
〃

令和○・○．○

（退職後の職歴）

自平成○○年○○月○○日

○○O

至平成○○年○○月○○日

※職歴がない場合は「なし」 と記載すること。
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(賞罰）

※賞罰がない場合は「なし」 と記載すること。

（前叙）

昭和○○年○○月○○日 従七位

昭和○○年○○月○○日 勲八等白色桐葉章受章

昭和○○年○○月○○日 勲七等瑞宝章受章

※前叙がない場合は「なし」 と記載すること。

本籍，氏名， ｜日氏名及び生年月日はいずれも戸籍・除籍抄本と合致すること。

現住所は，現在の居住地を確認の上記載すること。

最終学歴は，大学・専門学校のときは，学部学科まで記載すること。

卒業又は中退のみを記載し，入学の記載は不要。

(注） １
２
３

4

職歴欄は，

発令年月日，発令事項，発令庁のほか，公的役職があるときは，その全部を記

載すること。

5

■■■■■■■■■■
・死亡原因（病名）を記載すること。

6 賞罰は，法務省以外の褒章等も記載すること。

7 年月日等の数字はアラビア数字とする。ただし，位階・勲章及び固有名詞は漢

数字とする。

－44－



様式3－2 （民間人用）

履歴圭Eヨ
本籍○○県○○市○○町○○番地○○（必ず都道府県から記載）

〒○○○一○○○○

現住所○○県○○市○○町○○番地○○（必ず都道府県から記載）

00 00 00 00
ふ り がな

氏 名○ ○ ○ ○

00 00 00 00
ふり がな

（旧氏名) O ○ ○ ○

生年月日 昭和○○年○○月○○日

(学歴）昭和○○年○○月○○日 ○○大学○○学部○○学科卒業

(職歴）※職業を記載する

自 昭和○○年○○月○○日

至平成○○年○○月○○日

(委員歴）※司法書士・土地家屋調査士・保護司・教謁師・人権擁護委員を記載する

自 昭和○○年○○月○○日

○○○○

至平成○○年○○月○○日

自 昭和○○年○0月○○日

■■■■■■
至平成○○年○○月○○日

自 昭和○○年○○月○○日

■■■■■■■
至平成○○年○○月○○日

(その他法律等に基づく委員歴）

自 昭和○○年○○月○○日

○○○○

至平成○○年○○月○○日

(民間団体歴）

自 昭和○○年○○月○○日

○○○○

至平成○○年○○月○○日

令和○○年○○月○○日死亡（胃がん）※死亡叙位・叙勲の場合は， ここに記載
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(賞罰）

○○県知事表彰受章（○○功労）

藍綬褒章受章（○○功績）

瑞宝双光章（○○功労）

昭和○○年○○月○○日

昭和○○年○○月○○日

昭和○○年○○月○○日

1 公務員歴がある場合は，人事記録写しを添付又は人事記録の発令事項を記載

すること。

2 年月日等の数字はアラビア数字とする。ただし，位階・勲章及び固有名詞は

(注） 1

漢数字とする。
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様式4

刑罰等調吾

氏 名一○ ○ ○ ○

生年月日 昭和○○年○月○日生

刑罰の有無（道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反による1

罰金刑を含む｡）

2 破産宣告又は破産手続開始決定の有無

上記のとおり相違ありません。

年 月 日

市区町村長 ○ ○ 印○ ○

■

3 氏名が戸籍抄本・除籍抄本の氏名と一致しているか確認すること。

’
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様式5 （官歴者用）

(1/1）叙 勲 審 査
孟
示

ロ ロ ロ ロ

ロ ロ ロ ■

ロ ロ ロ ■

■ ロ ロ ■

ロ ロ ﾛ ロ

ロ ロ I ロ

へ

A
…
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年次
省
庁
等

．

I
ド

。
■
一
■
一
■
一
日
日

■
■
｛
■
・
■
一
■
■

①

８
８
８
０
■

通し

講号

本籍
コ
ー
ド

現住所
〒 コ

ー
ド

ふりがな

氏 名

1 0■ロ■■ q■‐Q■Q■I■1■q■q■ロ｡■、②‐‐‐‐ロロ■B■、 q■■、 q■q■q■q■‐■■■、■、■

0

性
別
一
旧氏名等

ふりがな

ペンネーム・芸名
動
』＄、、 章 褒 章

生年月日 出生地

主要

経歴

(官職）

功労名

■■ ■■■■堂■■■画■■■■ー■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■ー■■ー■■ー‐■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■■■■■＝ー■■‐■■■■--■■

コ
ー
ド

■
０
日
８
８
■
８
．

最終学歴 表彰歴

区分 官 職 名 等 在職期間

毎．

亜
ロロロロ毎口坤。■

自
一
至

。。・・・・・・

・
・・・

自
一
至

ロロ・ロ・・・ロ・ロ・・
自
室

・・。■・・■画・・・庫

自
室

。■ロ・・ロロロ『■・・
自
室

■■■・・・・・・。■・

自
菫

・・ロ幸・・■・・ロロロ

自
室

。■■

■
一

・。■。■■■・

自
室

一一一一一一

自
一
至

一一一一一一

自
室

ロロロロロロロロ。ｐ一口

自
室

一一一一

自
室

ロロ幸ロロロロロロロロロ

自
室

一一

自
一
至

ロ■“■■■■■口。■ロ

自
一
至

亜一・一・

自
室

②口口ロロロ“』ロ■“ロ

自
一
至

在職年月数

》
日
日
８
８

■
８
８
８
■

■
■
８
０
０

８
口
８
８
■

汁

■
■
日
日

■
■
０
０
８

合 計

率 換算年月数 備考

○前叙がない場合
は

記載
『前叙なし』と

○春秋叙勲により叙
勲の前叙がある場合
は，上記勲章欄に記
載し，本欄に「前叙
あり」 とは記載しな
い また，褒章は前

叙には当たらない。

決
定

賞
勲

係

｛
中
｛
ユ

基準職 換算年数 擬叙 備考

会社の規模など

l ■■■■■■

名

l＝■■■■

資本
I ■■■■■

従業

､ ■■‐‐

販売

Dロ■■■■

役 1
現在

■■■‐■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

‐■■‐ーーーｰー■■■■‐ ■■ｰ

万円

■、毎動ロー‐ロ■■ロー‐‐

画■■ ■■■■■■■■■ぬ■■■■■

(四捨五入）

‐

人

■一

万円

‐■■ ■■d■ ロ■■■ q■ ロ■ロ■ q■ ロ■■■口

会計副専常
Q E ロ Q

■ ■ ■ ■

ロ ■ ■ ■

団体の規模など

現在
■■■■■■■■■■■■■■ロ■ ロ■■■■■ q■

ーー■■ー＝韓一一一一一一一

垂
人
口
理

ロ
■
。
■
●
■
■
■

・
亘
常

。
■
“
■
・
■

一
一
専

口
ロ
の
■
■
■

ロ
ロ
ー
’
９

口
ロ
圏

口
■
の
甲
・
■

口
酉
長

。
■

９
０

６
■

■D

人
－pL－J－0，0口』.. ‘■＆

●■－

万円
ﾛｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

(四捨五入）

Q■■■ﾄ ■■

名

レーー■■

活

範
､‐■■ー

会員
B~■■ ■■

役

、 ■UpQ■

職
D ■■■■■■

年予



様式5－2 （民間人用）

叙 勲 審 査
茜
示 (1/1）

ロ ロ ■ ロ

ロ ロ ■ ロ

I ロ ﾛ ロ

ロ ロ ロ ロ

ロ ロ ロ ■

ロ ロ ■ ■

ロ ロ ■ ■

ロ ﾛ ﾛ ロ

ロ ロ ロ ロ

ロ ロ ロ ロ

ロ ロ ロ ロ

へ
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